
燕市まちづくり基本条例市民検討会議 
第4回 平成21年9月5日 吉田公民館 

次回会議のお知らせと宿題のお願い 

□ 第５回まちづくり基本条例市民検討会議のお知らせ 

◆と き 10月７日（水）午後7時～午後９時 

◆ところ 吉田公民館 講堂（３階）･･･時間と会場が変更となりますのでご注意ください。 

□ 次回会議の宿題のお願いについて 

◆テーマ 検討項目② 「燕市のまちづくりの主体とその役割と責務」～まちづくりの主人公は誰？～ 

・ 第5回の会議では、まちづくりの主体（担い手）には、どんな人達が挙げられるのか、 

いろいろな角度から考え、自由に意見出しを行います。 

・ まちづくりの主体について意見がまとまったら、 「市民」とは誰のことなのか（市民 

の範囲）を考え、グループとしての意見をまとめます。 

・ つきましては、宿題として次回までに「燕市のまちづくりの主体」について、次のこ 

とを考えてきていただきたいと思います。 

●まちづくりの主体(担い手) 
※ 

には、どのような人達が挙げられるでしょうか？ 
【※まちづくりの主体(担い手)･･･まちづくりや行政の意思決定に参画する人達】 

◆記入にあたって 

・ まちづくりの主体と言えば、「市民一人ひとり」であることは言うまでもありませんが、 

今後、まちづくり基本条例の制定に向けて各主体の役割を考えていく上で、まちづくりの 

主体となり得る個人や団体等について、できる限り洗い出す必要があります。 

・ 市民、自治会、市議会、行政の他、思いつくままに「まちづくりの主体となり得る個人 

や団体等」について、できる限り多くの意見をご記入いただければ幸いです。 

□様式：あらかじめ、ポストイットを配布いたしますので、可能な範囲でご記入をお願いい 

たします。 

□提出：次回会議に持参してください。 

※ 次回都合によりご出席できない場合は、様式は問いませんので、事前に事務局にご提出 

ください。 
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